
別記様式４ 

「赤堀都市計画区域及び東都市計画区域土地利用ルールの見直し（素案）」に関

するパブリックコメント手続の結果 

 

 意見の募集期間  令和４年１２月１６日  ～  令和５年１月１６日 

 意見の提出者数  ２６人 

 意見の件数  ３２件 

 意見の要旨の数  １０件 
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「赤堀都市計画区域及び東都市計画区域土地利用ルールの見直し（素案）」に関するパブリッ

クコメント手続（市民意見提出手続を令和４年１２月１６日から令和５年１月１６日まで実

施し、２６名の方から３２件のご意見・ご提案をいただきました。 

 お寄せいただいたご意見等について、市の考え方を次のとおり公表します。 

 

  寄せられたご意見等の要旨とそれに対する市の考え方について次のとおり公表いたします。 

 

１  ≪周知の時期≫  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 

 

 

 

 

 

 

ルールの変更について些か唐突で有り、もう

少し（素案）を作成する前に市民の意見を聞い

ていただきたかったと思います。規制等を行う

ことにより不利益を受ける者がいる場合には

より丁寧に対応するのが行政のあるべき姿で

あってもらいたいと願います。 

 

（同趣旨の意見等 １件） 

今回の土地利用ルールの見直しに際しまし

ては、令和５年度に実施予定の都市計画決定手

続きに先立ち、両地区の土地利用の現状と課題

を踏まえた見直しの必要性について市民の皆

様に理解を深めて頂くため、市の広報紙への特

集記事の掲載や素案の概要パンフレットの全

戸配布等と合わせて、赤堀支所及びあずま公民

館で日曜日を含む４日間ずつオープンハウス

方式による個別説明を開催し、土地利用制限の

内容等について周知を行いました。 

また、素案作成にあたって広く市民の皆様の

ご意見を伺うため、パブリックコメント手続き

を今年１月１６日までの１か月にわたって実

施しました。 

今後も来年度に予定する都市計画決定に係

る法定手続き等をはじめ、都市計画課窓口にお

いても随時、地域住民の皆様へのご説明やご相

談への対応を通じて、更なる住民理解に努めて

まいります。 

 

 



別記様式４ 
 

２  ≪施行期日と経過措置≫  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 

 

 

 

 

 

 

現在除外申請中、及び令和５年４月及び１０

月除外申請案件について除外申請時に適切に

申請され除外容認となるものについては令和

６年４月都市計画決定された以後も用途制限

の適用除外又は法第３４条１３号「既存権利」

と同様な制度を制定していただきたい。 

 

 

 

 

当該地区については、早期に適正で秩序ある

土地利用誘導を図る必要があり、地域住民の皆

様からも通学路等への大型車両の通行の増加、

工場や倉庫への騒音に対する苦情など、早期の

地域環境の悪化防止を求めるご意見も寄せら

れております。 

今回の土地利用ルール見直しに伴う緩和措

置については、別途設ける予定はありません

が、関係法令の許認可手続きの審査中などの理

由により、改正条例の施行に伴って事業者等が

不利益を受ける場合もあることから、パブリッ

クコメント手続きでのご意見を踏まえて、特定

用途制限地域のうち新たな土地利用制限によ

る影響の大きい田園居住地区については、条例

による効力発生日を令和６年１０月１日とす

る方向で検討しております。 

２ 特定用途制限地域の指定により少なからず

制限がかかります。施行まで１年２か月ありま

すが、除外、転用の手続きを要する土地につい

てはあっという間です。 

つきましては、施行予定を「2025 年 1 月」と

して頂きたくご意見申し上げます。 

 

（同趣旨の意見等 ３件） 

 

３  ≪用途地域の範囲≫  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 

 

 

 

 

 

 

旧東村は用途地域の指定されている場所が

全体の半分であるのに対して、旧赤堀地区は非

常に少ないです。もう少し用途地域の指定（除

外のいらない土地）される土地を多くしていた

だきたいと思います。 

 

（同趣旨の意見等 ６件） 

本市においては、今後の人口減少を見据えた

中長期的な展望のもと、生活関連サービス施設

と居住の誘導によるまとまりのある都市づく

りを進めるために策定した「伊勢崎市立地適正

化計画（平成３０年７月公表）」における居住

誘導準備区域を基本に、都市計画の見直しの基

礎資料として定期的に実施する都市計画基礎

調査等による土地利用状況を踏まえて用途地

域の指定範囲を定めております。 

今後については、都市計画基礎調査等による

土地利用の動向や周辺環境への影響等も考慮

して、適正で秩序ある土地利用の誘導を検討し

ていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 



別記様式４ 
 

４  ≪特定用途制限地域の範囲と内容≫  についての意見等  

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ （素案）を見て感じたことですが、今住んで

いる所は南小学校やせせらぎ公園が近いので

子供を育てるのにとても良い環境でした。ま

た、この地域は上武国道と国道５０号にも近く

通勤にアクセスが良い点、取得しやすい価格で

した。小学校や公園もあるため住宅が増えてい

ます。 

今後も伊勢崎市が発展する為にも若い世代

に伊勢崎市に住んでもらうことはよいことだ

と思います。そのため南小学校の近隣は第一種

住居地域または、居住環境保全地区を広げてい

ただき工場等を制限していただくように要望

します。 

（同趣旨の意見等 ２件） 

 

用途地域や特定用途制限地域の土地利用ル

ールは、地域住民の良好な居住環境の形成を目

指して、建築物の用途の混在による環境悪化の

防止と農地などの保全を図るために定めるも

ので、まとまりをもった一定の区域ごとに、地

域の土地利用状況を踏まえて、土地利用の規制

及び誘導を図るものです。 

現時点においては、個別的なご意見を反映す

る考えはありませんが、今後の都市計画基礎調

査等による土地利用の動向を踏まえて、まとま

りをもった区域内の地域住民の総意として、見

直しが必要と考える合理的な理由が生じた場

合には、都市計画マスタープランの土地利用方

針との整合性を勘案して検討したいと考えて

おります。 

 

２ 新しく建てられた建物または建築予定或い

は令和 4 年 10 月に既に申請が行われている倉

庫業倉庫・工場等がありますが、素案では上記

の案件について加味されておりません。 

ついては、新しく建てられた建物または建築

予定或いは令和 4 年 10 月に既に申請が行われ

ている「倉庫業倉庫・工場等」については田園

居住地区から産業共生地区に変更して頂ける

ようご検討ください。 

（同趣旨の意見等 ５件） 

両地区で開催したオープンハウス等におい

ては、地域住民の皆様からも建築物の用途の混

在防止に向けた早期実施や周辺環境に影響を

及ぼす建築物の建築制限についてのご意見を

頂いていることから、現時点においては、個別

的なご意見を反映する考えはありませんが、今

後の都市計画基礎調査等による土地利用の動

向を踏まえて、まとまりをもった区域内の地域

住民の総意として、見直しが必要と考える合理

的な理由が生じた場合には、都市計画マスター

プランの土地利用方針との整合性を勘案して

検討したいと考えております。 

３ 田園居住地区には倉庫業倉庫が建てられず、

居住環境保全地区、田園居住地区に工場が建て

られることに矛盾を覚えます。田園居住地区は

素案によりますと農地（田・畑）が大部分をし

めております。農業を営んでいる営農者や住民

にすれば、倉庫より工場の方が環境への悪影響

が高いと危惧しております。農地が大部分を占

める地区にはご配慮いただくようお願い致し

ます。 

特定用途制限地域は、用途地域の定められて

いない区域内において、良好な環境を形成また

は保持するため特定の建築物の建築を制限す

るもので、今回の特定用途制限地域の指定によ

り、居住環境保全地区では、工場の床面積や工

場の種類を制限しております。また、既存集落

を含む農地や既存の点在する工場を含む田園

居住地区においても、一部環境を悪化させるお

それのある工場を制限しております。 

なお、今後については、都市計画基礎調査等

による土地利用の動向や周辺環境への影響等

も考慮して、適正で秩序ある土地利用の誘導を

検討していきたいと考えております。 
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５  ≪農地≫  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

 

 

 

 

田園居住地区に土地を持っている農家が今

後は農振除外が下りなくなり、土地が売れなく

なると心配しています。 

 

（同趣旨の意見等 ２件） 

特定用途制限地域を指定する地域における

農用地区域からの除外については、これまでと

同様に一定の条件を満たす必要があります。 

 

６  ≪建物の建築について≫  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 

 

 

 

 

 

 

素案を見ると建物を建てられない土地にな

ってしまっているようですが、農地は借り手も

おらず草を刈るのに苦慮しています。 

 

（同趣旨の意見等 ３件） 

用途地域及び特定用途制限地域の指定区域

においては、全ての建築物が制限されるもので

はなく、地域区分によって建築可能な建築物が

異なりますので、詳細については、概要パンフ

レット（赤堀都市計画区域版６ページ・東都市

計画区域版５ページ）をご確認ください。 

 

７  ≪税金≫  についての意見等 

番号 意見等の要旨 意見等に対する市の考え方 

１ 所有している農地が、用途地域が指定される

予定となっている。固定資産税と相続評価が上

がるか心配です。 

固定資産税については、概要パンフレット

（赤堀都市計画区域版８ページ・東都市計画区

域版６ページ）に記載のとおり、ただちに固定

資産税に影響するものではありません。相続評

価については、国税に関する内容のため、お手

数でも近くの税務署へご相談をお願いします。 

 


